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平
成　

年
第
1
回
南
富
良
野

19

町
議
会
定
例
会
が
3
月
8
日
か

ら　

日
ま
で
開
催
さ
れ
、
河
原

16
代
表
監
査
委
員
か
ら
監
査
報
告
、

町
長
か
ら
の
行
政
報
告
1
件
、

議
会
運
営
委
員
長
お
よ
び
総
務

民
教
常
任
委
員
長
、
産
業
建
設

常
任
委
員
長
よ
り
所
管
事
務
調

査
報
告
、
行
財
政
改
革
等
検
討

特
別
委
員
長
よ
り
調
査
報
告
、

酒
井
年
夫
議
員
お
よ
び
伊
藤
健

議
員
か
ら
、
一
般
質
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
池
部
町
長
か
ら
平
成

　

年
度
町
政
執
行
方
針
、
森
教

19育
長
か
ら
教
育
行
政
執
行
方
針

が
述
べ
ら
れ
、
酒
井
年
夫
議
員

お
よ
び
伊
藤
健
議
員
か
ら
、
町

政
執
行
方
針
に
対
す
る
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

議
案
審
議
で
は
、
平
成　

年
18

度
各
会
計
補
正
予
算
、
平
成　
19

年
度
各
会
計
予
算
、
条
例
の
制

定
な
ど
町
長
提
出
議
案　

件
、

29

議
員
提
出
発
議
案
2
件
が
審
議

に
付
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ

原
案
の
と
お
り
可
決
し
閉
会
し

ま
し
た
。

本
定
例
会
で
審
議
さ
れ
た
議

案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

条
例
の
制
定

�
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

の
公
表
に
関
す
る
条
例

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴

い
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
（
職
員
の
給
与
状
況
な
ど
）

の
公
表
に
つ
い
て
本
条
例
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

�
課
設
置
条
例

行
政
調
整
室
を
廃
止
し
、
6

課
体
制
と
す
る
よ
う
本
条
例
の

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇

等
に
関
す
る
条
例

職
員
の
1
週
間
の
勤
務
時
間

を　

時
間
と
す
る
よ
う
本
条
例

40
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

国
家
公
務
員
の
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と

り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
条
例

　

学
校
教
育
法
の
改
正
に
伴
い
、

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
又
は
養
護

学
校
が
特
別
支
援
学
校
と
し
て

一
本
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

�
農
業
委
員
会
委
員
定
数
条
例

議
員
定
数
の
削
減
に
伴
い
、

議
会
の
推
薦
に
よ
る
委
員
定
数

が
2
名
か
ら
1
名
に
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

�
熊
等
捕
獲
奨
励
に
関
す
る
条

例熊
等
捕
獲
奨
励
金
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

熊
の
体
重　

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

50

上
1
頭
に
つ
き「
3
0，
0
0
0

円
」
以
内
」。

鹿
1
頭
に
つ
き「
6，
0
0
0

円
」
以
内
。

�
合
併
処
理
浄
化
槽
使
用
料
徴

収
条
例

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
使
用
料

に
つ
い
て
、
基
本
水
量
8
立
方

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
基
本
料
金
を

1，
2
9
6
円
、
超
過
料
金
を

1
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
1
0

0
円
と
す
る
よ
う
本
条
例
の
一

部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
公
共
下
水
道
条
例

下
水
道
会
計
の
運
営
向
上
と

受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る

た
め
、
下
水
道
使
用
料
を
見
直

す
よ
う
、
本
条
例
の
一
部
が
改

正
さ
れ
ま
し
た
。（
詳
し
く
は
、

　

ペ
ー
ジ
の
「
下
水
道
料
金
が

25改
定
さ
れ
ま
し
た
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

�
議
会
委
員
会
条
例

議
員
定
数
の
削
減
に
伴
い
、

常
任
委
員
会
の
数
お
よ
び
定
数

な
ど
が
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、

本
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

�
町
表
彰
条
例

表
彰
審
査
委
員
会
の
委
員
定

数
に
つ
い
て
、
議
会
委
員
会
条

例
の
改
正
に
伴
い
、
7
名
か
ら

6
名
と
す
る
よ
う
本
条
例
の
一

部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
廃
止

�
ま
ち
づ
く
り
研
修
基
金
条
例

町
民
の
研
修
活
動
を
展
開
す

る
資
金
と
し
て
運
用
し
て
い
た

「
ま
ち
づ
く
り
研
修
基
金
」
に

つ
い
て
、
今
後
は
、
ま
ち
づ
く

り
全
般
へ
の
財
源
と
し
て
活
用

す
る
た
め
、
本
条
例
を
廃
止
す

る
こ
と
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
決

�
財
産
の
無
償
貸
付

旧
金
山
中
学
校
の
校
舎
な
ど

を
活
用
し
た
「
企
業
誘
致
に
よ
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特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
に
伴
う
補
助
金
9
億
4，
5
0
0
万
円
を
含
む

平
成　

年
度
一
般
会
計
予
算 　

億
3，
5
8
7
万
2
千
円

19

43
職
員
の
給
与
水
準 
平
均
4
・
8
％
引
き
下
げ
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る
地
域
活
性
化
計
画
」
が
国
の

地
域
再
生
計
画
に
認
定
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
旧
金
山
中
学
校

の
校
舎
お
よ
び
運
動
場
用
地
を

富
良
野
市
オ
サ
ダ
農
機
株
式
会

社
へ
無
償
貸
付
す
る
こ
と
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

�
株
式
会
社
南
富
良
野
町
振
興

　

公
社
に
対
す
る
損
失
補
償

株
式
会
社
南
富
良
野
町
振
興

公
社
と
締
結
し
て
い
る
損
失
補

償
契
約
を
、
平
成　

年
3
月　

24

31

日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

�
上
川
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
組

合
規
約

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
特
別
職
の
名
称
を
改
め

る
よ
う
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

�
財
産
の
処
分

素
材
木
4
8
5
・
6
8
立
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
、
契
約
金

額
8
4
0
万
円
で
南
富
良
野
町

森
林
組
合
へ
処
分
す
る
よ
う
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

町
長
の
行
政
報
告

○
株
式
会
社
佐
藤
工
務
店
の
破

　

産
に
伴
う
貸
付
町
有
地
等
の

　

処
理
に
つ
い
て

※
平
成　

年
度
各
会
計
予
算

19

に
つ
い
て
は
、　

ペ
ー
ジ
か
ら

18

の
予
算
の
あ
ら
ま
し
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

平成18年度各会計補正予算　（単位：千円）
計補　正　額補正前の額

3,801,876△59,0993,860,975一 般 会 計 
360,747△3,640364,387国民健康保険事業特別会計 
398,235△1,618399,853老 人 保 健 特 別 会 計 
195,767△3,319199,086介 護 保 険 特 別 会 計 
263,610△1,257264,867介護サービス事業特別会計 
227,169△121227,290簡易水道事業特別会計 
202,729△2,053204,782公共下水道事業特別会計 

○
回
答
内
容　

こ
の
回
答
に
つ
き
ま
し
て
は
、

北
海
道
町
村
会
法
務
支
援
室
に

法
的
見
解
を
求
め
、
回
答
の
あ

り
ま
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

ま
ず
、「
職
員
が
森
林
組
合

の
理
事
を
無
報
酬
で
兼
務
し
て

い
る
」
と
の
質
問
へ
の
回
答
で

す
が
、
森
林
組
合
は
森
林
組
合

法
第
4
条
に
よ
り
、「
営
利
を

目
的
と
し
た
団
体
で
は
な
い
」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

職
員
は
無
報
酬
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
営
利
企
業
等
の
役
員
を

兼
ね
る
こ
と
お
よ
び
報
酬
を
得

て
い
か
な
る
事
業
等
に
従
事
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
任
命
権
者

の
許
可
を
受
け
な
い
限
り
禁
止

す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
地

方
公
務
員
法
第　

条
に
は
抵
触

38

し
て
お
ら
ず
、
違
反
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

次
に
、「
職
務
に
専
念
す
る

義
務
違
反
で
は
な
い
の
か
」
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
職
員

が
兼
職
の
た
め
地
方
公
務
員
法

第　

条
に
規
定
す
る
職
務
専
念

35
の
義
務
を
免
除
す
る
場
合
に
は
、

町
条
例
の
規
定
「
職
務
に
専
念

す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条

例
第
2
条
第
3
号
に
基
づ
く
職

務
専
念
義
務
の
免
除
」
ま
た
は

「
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
」
に

よ
る
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
当

該
職
員
は
休
暇
の
取
得
に
よ
り

森
林
組
合
の
会
議
に
参
加
し
て

い
る
の
で
法
律
上
問
題
は
な
く
、

ま
た
、
そ
の
休
暇
も
数
時
間
或

い
は
半
日
程
度
の
た
め
、
本
来

の
職
務
に
支
障
を
き
た
し
て
い

る
事
実
は
無
い
と
判
断
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
当
該
職
員
が
森
林
組

合
に
関
す
る
一
連
の
入
札
業
務

に
携
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
誤
解
に
よ
る
疑
義
を

生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
更
に
配
慮

し
て
い
る
た
め
で
、
町
と
し
て

は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
職
務
の

公
正
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

判
断
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
当
該
職
員

は
地
方
公
務
員
法
の
営
利
企
業

等
の
従
事
制
限
お
よ
び
そ
の
他

の
法
令
に
違
反
し
て
い
る
事
実

は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

町
管
理
職
員
の
森
林
組
合
の
理
事
就
任
は
、
地
方
公
務
員
法
の
観
点
か
ら
「
兼
職
違
反
」「
職
務
専
念

義
務
違
反
」
で
は
な
い
か
と
の
酒
井
議
員
の
質
問
に
対
し
、
町
長
答
弁
で
は
「
調
査
し
、
速
や
か
に

回
答
す
る
。」
と
し
た
内
容
が
2
月　

日
付
け
で
発
行
さ
れ
ま
し
た
「
議
会
だ
よ
り
」（
N
O
・　

）

27

54

に
掲
載
さ
れ
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
も
誤
解
が
生
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
調
査
の
結
果
違
反
行
為

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
平
成　

年
第
1
回
町
議
会
定
例
会
後
の
議
員
協
議
会
の
中
で
、

19

池
部
町
長
が
次
の
と
お
り
回
答
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成　

年
第
4
回
町
議
会
定
例
会
に
お
け
る
酒
井
年
夫
議
員
の
一
般
質
問

18

「
公
務
員
の
兼
職
に
つ
い
て
」
に
対
す
る
未
回
答
部
分
の
回
答
に
つ
い
て


